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県内の主な相談窓口におけるDV相談件数（件）
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働きながら子供を育てる労働者の職業生活と家庭生活
の両立を支援するためにつくられているのが「育児休業制
度」です。労働者が、育児のために一定期間休業し、職場に
戻ることができることを権利として認めたもので、本人の
申し出により、男女を問わず、取得できる制度です。

実際には女性は86.6%が育児休業を取得しているのに
対し、ここ数年増加していますが、男性は40.5%（全国平
均）とまだまだ少ない状況です。

熊本県の取得率は、女性は全国平均を上回っているもの
の、男性は28.5%と全国平均を下回っており、更なる取得
率の向上を推進しています。
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「令和6年度賃金構造基本統計調査」

（令和６（2024）年）



『女性の社会参画
加速化戦略』

熊本県では、経済・労働分野に
おける女性の社会参画を加速化
するため、平成26年８月に関係す
る団体とともに、『熊本県女性の
社会参画加速化会議』を設置しま
した。
平成27年2月には、働く男女が

ともに、個性と能力を十分に発揮
できる社会をつくる「熊本県女性
の社会参画加速化戦略」を策定し
ました。この戦略では『企業が変
わる』『女性・男性が変わる』『社会
が変わる』そして「熊本が変わる」
ための取組事例を多数紹介して
おり、あらゆる立場の人ができる
ことから実践していくこととして
います。
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採択

（日本）育児休業法制定

　性別や年齢、地域等に関する固定観念、「こうあるべき」「どうせこんなもんだ」といっ
た決めつけやあきらめを見直し、誰もが自由に、楽しく、自分らしく、能力を発揮できる
社会の実現をめざしています。
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採択

（日本）育児休業法制定
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　本県における男女共同参画社会の実現をめざし平成13年3月に策定されました。この計画に基づき、男女共同参画の意
識づくり、女性の人権への配慮、仕事と家庭の両立支援などの取組が進められてきました。平成18年3月、平成23年3月、平
成28年3月、令和3年3月及び令和8年3月に、社会状況の変化などを踏まえて改定されました。

熊本県男女共同参画計画

　何かを見たり、聞いたりしたときに、無意識に「こうだ」と思い込むことをアンコンシャス・バイアスと言います。これは、相手
に対するものだけでなく、モノに対してや、「私には無理だと思う」等、自分自身に対するものもあります。そして、日常にあふ
れていて、誰にでもありうるものです。

アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）



世界の動き 日本の動き 熊本県の動き

1975年
昭和50年

国際婦人年
第１回世界女性会議国際婦人年世界会議（メキ
シコシティ）
「世界行動計画」採択

「婦人問題企画推進本部」設置
婦人問題企画推進会議設置
「女子教育職員等育児休業法」公布（育児休業法
施行に伴い1992年廃止）

1977年
昭和52年

「国内行動計画」策定
「国立婦人教育会館」開館

1979年
昭和54年 国連第34回総会「女子差別撤廃条約」採択

1980年
昭和55年

第２回世界女性会議「国連婦人の十年」中間年
世界会議（コペンハーゲン）
「国連婦人十年後半期行動プログラム」採択

1985年
昭和60年

第３回世界女性会議「国連婦人の十年」ナイロ
ビ世界会議（ナイロビ）
「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採
択

「男女雇用機会均等法」公布
「女子差別撤廃条約」批准

1991年
平成３年 「育児休業法」公布

1993年
平成５年 中学校家庭科の男女必修化

1994年
平成６年

「開発と女性」に関する第2回アジア・太平洋大
臣会議（ジャカルタ）
「ジャカルタ宣言及び行動計画」採択

高校家庭科の男女必修化 男女共同参画社会形成のための総合的指針
「ハーモニープランくまもと」策定

1995年
平成７年

第４回世界女性会議：平等、開発、平和のため
の行動（北京）
「北京宣言及び行動綱領」採択（男女共同参画・
女性活躍の国際的基準）

「育児休業法」改正（介護休業制度が法制化され
「育児・介護休業法」へ）

1996年
平成８年

「男女共同参画2000年プラン」策定
男女共同参画推進連携会議発足

1999年
平成11年 「男女共同参画社会基本法」公布

2000年
平成12年

国連特別総会「女性2000年会議：21世紀に向
けての男女平等・開発・平和」（ニューヨーク）
「政治宣言」及び「北京宣言及び行動綱領実施の
ための更なる行動とイニシアティブ」採択

「男女共同参画基本計画」閣議決定
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」公布
「児童虐待の防止に関する法律」公布

「熊本県男女共同参画白書」発行

2001年
平成13年

男女共同参画会議設置
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律」公布

熊本県男女共同参画計画「ハーモニープランく
まもと21」策定
「熊本県男女共同参画推進条例」制定

2002年
平成14年

「男女共同参画センター」開設（くまもと県民交
流館パレア内）

2003年
平成15年

「次世代育成支援対策推進法」公布
「少子化社会対策基本法」公布

2005年
平成17年 「第２次男女共同参画基本計画」閣議決定 「熊本県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する基本計画」策定
2006年
平成18年 「男女雇用機会均等法」改正 「第２次熊本県男女共同参画計画（ハーモニープ

ランくまもと21）」策定
2008年
平成20年

「熊本県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する基本計画（第２次）」策定

2009年
平成21年

「育児・介護休業法」改正
（短時間勤務制度を事業主に義務化等）

2010年
平成22年 「第３次男女共同参画基本計画」閣議決定

2011年
平成23年

「第３次熊本県男女共同参画計画（ハーモニープ
ランくまもと21）」策定

2013年
平成25年

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律」改正

2014年
平成26年

「熊本県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する基本計画（第3次）」策定
「熊本県女性の社会参画加速化会議」設置

2015年
平成27年

第70回国連総会「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」採択（SDGs17の目標）

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律」公布
「第４次男女共同参画基本計画」閣議決定

「熊本県女性の社会参画加速化戦略」策定
「くまもと子ども・子育てプラン」策定

2016年
平成28年

「第４次熊本県男女共同参画計画」策定
「熊本県女性の活躍推進計画」策定

2018年
平成30年

「政治分野における男女共同参画の推進に関する
法律」公布
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律」公布

2019年
令和元年

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律」改正
「男女雇用機会均等法」改正

熊本県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する基本計画（第４次）」策定

2020年
令和２年 「第５次男女共同参画基本計画」閣議決定 「第２期くまもと子ども・子育てプラン」策定

2021年
令和３年 「育児・介護休業法」改正 「第５次熊本県男女共同参画計画」策定（「熊本

県女性の活躍推進計画」と統合）
2022年
令和4年

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法
律」公布

2023年
令和5年

「第５次男女共同参画基本計画」（一部変更）閣
議決定

2024年
令和6年 「育児・介護休業法」改正 「熊本県困難な問題を抱える女性への支援に関す

る基本計画」策定

2025年
令和7年

「男女共同参画社会基本法」改正
「独立行政法人男女共同参画機構法」公布
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律」改正
「男女雇用機会均等法」改正
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律」改正

「こどもまんなか熊本・実現計画」策定

2026年
令和8年 「第６次男女共同参画基本計画」閣議決定 「第６次熊本県男女共同参画計画」策定
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